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新型コロナウイルス感染症に関する花巻市の対応について

Ｐ１

《新型コロナウイルスワクチン接種について》

《１回目・２回目ワクチン接種について（満１２歳以上）》：３月２９日時点
対象者全体数（①）：８７，０２５人
１回目接種済者数 ：７８，８７８人（①の９０.６％）
２回目接種済者数 ：７８，４２４人（①の９０.１％）・・・②

《追加接種（３回目接種）について（満１８歳以上）：３月２９日時点
対象者全体数（③） ：７４，３５１人（②のうち、１８歳以上の人数）
３回目接種済者数 ：３８，１５２人（③の５１.３％）

《３回目接種（追加接種）について》
市では、岩手県や自衛隊が行う大規模接種会場での接種や、各企業が行う職域接種にも対応できるよう、２月

２１日と２月２４日に「接種券一体型予診票」「予防接種済証」を一斉送付しました。これとは別に、市の集団接
種や各医療機関での個別接種の「予約案内」については、予約期間を設定して、開始時期に合わせて順次送付して
います。

▶医療従事者等の接種：対象２，３９５人（接種完了済み）

▶高齢者施設等の入所者・従事者：対象６０施設、接種申込者数 ３，５０４人
令和４年１月１８日から嘱託医等と調整の整った施設から順次接種を開始し、３月２５日に接種が完了しまし

た。

▶通所サービス施設の利用者・従事者：接種申込者数 ７８５人
※なお、国が定める「高齢者が利用する通所施設」に加え、市独自に「高齢者のいない障がい者（児）の入
所・通所施設、居宅サービス（訪問介護・居宅介護支援事業所等）も対象。また、市では施設従事者のみを
対象とする集団接種を計９回実施しました。３月２９日にまでに接種を希望する方７５９人への接種を終え
ています。

▶病院・有床診療所の入院患者：対象７施設
令和４年１月２７日から国立病院機構花巻病院での接種を皮切りに、４施設で合計３４８人に接種を予定して

おり、３月２９日にまでに接種を希望する方３３０人への接種を終えています。

▶一般高齢者（６５歳以上の方）：対象３１，４３２人
集団接種を１月２６日から、各医療機関による個別接種を２月１日から開始し、３月２９日にまでに接種を希

望する方２７，６４１人への接種を終えています。

▶１８歳以上６４歳以下の追加接種：対象４２，９１９人
市が計画した１８歳以上６４歳以下の追加接種（医療従事者、施設従事者、市独自優先接種者を除く）につい

ては、３月８日から個別接種、３月１０日からは集団接種にて接種を開始しております。
３月２９日時点では、接種を希望する方１０，５１１人への接種を終えており、接種を希望する方全員への接

種完了は６月上旬を見込んでいます。

▶市独自の優先接種：接種申込者数 １，８８５人
・クラスター発生を防ぐ観点から、高齢者の予約枠の空き枠等を活用して２月５日から、教育保育施設等の職
員、小中高教職員、大学等の寮生及び教職員、清風支援学校の教職員、清光学園の職員、バス・タクシー事
業者、宿泊関連業者、補装具事業者に接種を開始、３月２９日時点で１，６３８人の接種を終えました。

・市では、妊婦及びパートナーへの優先接種を実施することとし、３月１０日から対象の妊婦に対し接種日程
などを記載した通知を送付し、３月２７日から接種を開始しています。接種完了は４月下旬を見込んでいます。

対象：１８６人（３月９日時点で、ワクチンを２回接種し、４月１日以降に出産予定の人）



《５歳から１１歳の１・２回目接種》
市では、令和３年度の小学５年生（１１歳になる人）７４１人を対象に１回目接種を３月１２日と３月２０日に

集団接種により実施しました。また、令和３年度末で５歳から１０歳（小学４年生）の方４，１２４人を対象に、
下記の日程で集団接種を行います。
使用するワクチンはファイザー社製の小児ワクチンとなります。
なお、令和４年度中に５歳となる方には、誕生日の月末に接種券一体型予診票に接種日程等を同封し送付いたし

ます。
◇５歳から１１歳 １・２回目接種 集団接種日程

《今後のワクチン接種計画》

▶１２歳から１７歳になる人の３回目接種の準備を進めています。
令和４年３月２５日付で、「新型コロナウイルス感染症に掛かる予防接種の実施について（指示）」が出され

たことに伴い、すでに２回目接種を終えた１２歳から１７歳になる人（令和４年度中に１３歳から１８歳になる
人）に対し、３回目接種（追加接種）に必要な接種券一体型予診票等を準備が整い次第送付する予定です。接種
日程などは決まり次第、対象者に個別に郵送するほか、広報はなまきや市ホームページでお知らせいたします。
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《予約時点で空き日程がある場合は、ご案内している接種日程より早く接種することも可能です》

▶予約については、「追加接種のお知らせ」に記載されている指定予約期間内（１週間程度）であれば、専用
Ｗｅｂページ、ＬＩＮＥ、市コールセンター（TEL 0120-383-225 8：30～17：15、土日祝日も受付）で予約
ができます。

▶ご案内している接種日程より前の日程で、接種枠の空きがある場合は、２回目の接種日から６か月以上経過
している方であれば予約することができます。空き日程がある場合は、ホームページやＳＮＳでご案内するほ
か、コールセンターにお問い合わせいただければお知らせいたしますので、ご確認の上、できる限り早い日程
で予約し、より早く接種されることをお勧めいたします。

▶接種日・会場毎に使用するワクチンが異なります。会場を選択する際にワクチンの種類を確認の上、予約し
てください。

▶指定予約期間内に予約できなかった方は、市コールセンターにご連絡をお願いします。予約可能な日程をご
案内します。空き日程が無い場合は、「登録待機者」として名簿に登録され、接種日程の案内が可能になった
方に、市コールセンターから電話連絡するか、接種日程などを記載した予約案内を送付します。連絡・通知を
受け取った場合は市コールセンターで予約の手続きをお願いします（指定予約期間を過ぎた場合はWebページ、
ＬＩＮＥによる予約はできません）。

会場

接種期日

接種時間 予約枠

１回目 ２回目

花巻市交流会館
（旧花巻空港
ターミナルビ
ル）

４月９日（土） ４月３０日（土） 午後２時～５時 ３００人

４月１６日（土） ５月７日（土） 午後２時～５時 ３００人

４月１７日（日） ５月８日（日）
午前１０時～午後１時
午後２時～５時

３００人
３００人 計６００人

４月２３日（土） ５月１４日（土） 午後２時～５時 ３００人

４月２４日（日） ５月１５日（日）
午前１０時～午後１時
午後２時～５時

３００人
３００人 計６００人



《新型コロナウイルス感染症に係る事業者の方々に対する支援について》
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◆花巻市中小企業持続支援事業（地代・家賃補助）の実施について（商工労政課：４１－３５３９）
市では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した市内事業者の固定経費の軽減を図るため、地代

家賃補助を令和４年１月から３月まで実施しています。

【対 象】 市内に本社または本店を有する中小法人もしくは市内に事業所を有する個人事業者で下記の業種
に該当する事業者

「小売業」「飲食業」「宿泊業」「道路旅客運送業」「サービス業」「卸売業」など

【対象経費】 事業に要する地代・家賃（共益費・管理費含む）

【要 件】 令和４年１月から３月までの間の、いずれかひと月の売上が平成３１年（２０１９年）又は令和
２年（２０２０年）における同月に比べ３０％以上減少している中小企業者
※ 創業から２年以内の事業者は、創業から申請月までのいずれかひと月の売上を直近の月の

売上と比較することができます。

【補 助 率】 月額賃料の１/２以内（１か月当たり上限１０万円）

【対象期間】 令和４年１月から３月までの３か月間（上限１０万円×３か月＝最大３０万円を補助）

【受付期間】 受付期間は２月１６日（水）から４月１５日（金）まで

【申請方法】 郵送または持参にて申請を受付
＜郵送の場合＞

郵送先：〒025-8601 花巻市花城町9-30 花巻市商工観光部商工労政課商業係
＜持参の場合＞

受付時間：午前９時～午後４時（完全予約制）
受付場所：本庁商工労政課（予約先 ４１－３５３９）

大迫総合支所地域振興課（予約先 ４１－３１２２）
石鳥谷総合支所地域振興課（予約先 ４１－３４４２）
東和総合支所地域振興課（予約先 ４１－６５１４）

【実 績】 １２９事業者、１，３０４万６千円（３月２９日時点）

〈参考〉
令和３年度実績
１回目（対象月：4月～6月） ：２３１事業者、２，４８８万３千円
２回目（対象月：7月～9月） ：２１８事業者、２，３０３万６千円
３回目（対象月：10月～12月）：１８６事業者、１，９６１万５千円

令和２年度実績（２回実施） ５０７事業者、６，６６２万１千円
１回目（対象月：4月～9月） ：２７１事業者、３，０８３万円
２回目（対象月：10月～2月）：２３６事業者、３，５７９万１千円

なお、令和４年４月から６月までを対象とした地代・家賃補助の実施を予定しています。



◆花巻市温泉宿泊施設等利用促進事業を４月１日から４月２８日まで実施します（観光課：４１－３５４２）
市では、岩手県が実施する「いわて旅応援プロジェクト」が４月２８日まで延長されたことから、「花巻市温泉

宿泊施設等利用促進事業」を４月１日から４月２８日まで実施することとしました。

【対 象】 花巻市民及び岩手県民、県内でお勤めの方、またこれらの方々のグループ
団体利用の際は、１５人程度までを目安

【期 間】 令和４年４月１日（金）から令和４年４月２８日（木）まで
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により事業期間内でも助成事業を変更、中止、停止する
場合があります

【助成額】
①日帰り入浴（１食付）助成
・温泉宿泊施設等の2,000円以上のプラン（消費税込、入湯税別）について、利用者一人当たり1,000円を
助成

②宿泊助成（素泊まり可）

※4,000円未満（消費税込、入湯税別）の宿泊プランは対象外

【その他】
◇花巻市温泉宿泊施設等利用促進事業の中止・停止について
市は、岩手県に国による緊急事態宣言が発出された場合、花巻市にまん延防止等重点措置が発出された場合、

または、岩手県が県独自の緊急事態宣言を発出した場合などには、事業実施の取り消しや中断することとし、
以下の措置を講ずることがあります。

①助成金を活用する新規予約の停止
②既に予約済みであっても助成の対象としないこととする決定

※このことにより、予約者から宿泊又は日帰りの予約のキャンセルの申出があった場合、宿泊事業者等はキャ
ンセル料を徴収しないで宿泊又は日帰りのキャンセルを認めることとし、そのことを宿泊事業者等が本市事
業に参加する条件としています。

◇「いわて旅応援プロジェクト」との併用について
花巻市が実施するこの宿泊助成は、花巻市内の宿泊施設で岩手県が実施している「いわて旅応援プロジェク

ト」と併用できる場合があります。
併用できるか、またその具体の助成額やお支払い方法につきましては予約の際に宿泊施設にご確認ください。

プラン（消費税込、入湯税別） 助成額（一人当）

１名当：4,000円以上 2,000円
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◆「事業復活支援金」の申請サポート会場の実績及び４月以降の実施について（商工労政課：４１－３５３９）
国が、令和４年１月３１日からオンラインのみで申請受付を行っている「事業復活支援金」について、市ではオ

インライン申請が困難な方の申請を支援するため、市が独自で申請サポート会場を２月９日から設置していました
が、市の設置は３月３０日で終了し、４月以降は花巻商工会議所が設置することとなりました。

【対 象】 市内に主な事業所を有する個人事業者
４月以降は市内で事業を営む中小法人も対象となります

【設置期間】 花巻市設置：令和４年２月９日（水）から令和４年３月３０日（水）まで
原則毎週月・水・金曜日に設置、午前９時３０分から午後４時３０分に設置

会議所設置：４月１日（金）から５月３１日（火）まで花巻商工会議所で設置
原則毎週月・水・金曜日開設（一部変則的なスケジュールがあります。詳しくは
花巻商工会議所ホームページでご確認ください。）

【設置場所】 なはんプラザ ３階ギャラリー

【手続き等】 ・相談無料
・完全予約制 →花巻商工会議所 電話０１９８－２３－３３８１
・事前に「事業復活支援金ホームページ」にアクセスし「申請ＩＤの発番」「登録確認機関の確
認」を済ませ、申請に必要な書類・申請補助シートを持参してご来場ください（「申請ＩＤの
発番」が難しい方は、予約の際にご相談ください）
※詳細は、別添チラシをご覧ください

【利用実績】 申請件数１３４件、申請金額６５，５６３千円（３月２８日時点）

〈事業復活支援金の概要〉
国が、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、個人事業者に対し、事

業規模に応じた給付金を支給する制度です。国でも申請サポート会場を設置していますが、県内では盛岡市マリオ
スのみとなっていることから、市独自にサポート会場を設置しました。

◆第５弾「がんばれ花巻！対象のお店で２０％戻ってくるキャンペーン」実績（商工労政課：４１－３５３４）
市では、これまでに４回実施した本キャンペーンが市内の地場事業者に対する支援策として非常に大きな効果を

発揮したことから、令和４年３月１日から３月３１日まで第５弾キャンペーンを実施しています。

内 容：対象店舗でPayPayで支払うと、決済金額の最大20％のPayPayボーナス（ポイント）を付与
PayPay１アカウントに付き
・１決済あたり上限：4,000円相当（期間中の付与合計上限：15,000円相当）

対象店舗：１,１８７店舗（対象店舗は市ホームページ等でお知らせしています）
・市内PayPay加盟店のうち、市とPayPayが対象店舗として指定した市内に本社または本店を有する中小
法人もしくは市内に事業所を有する個人事業主が対象店舗となります
※ただし、コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーン、温泉宿泊施設等利用促進事業の対象施設、公的医療の適
用となる医療機関や介護保険の適用となる事業者などは対象外です

第５弾状況（３/２７時点） 決済回数 ：１００，３９５回（１日当平均決済回数３，７１８回）
決済金額 ：５億１，４０８万２千円（１日当平均決済金額１，９０４万円）
ポイント付与：８，７６７万９千円

【これまでのキャンペーン実績】

区分 実施期間
決済回数

（1日当平均決済回数）
決済金額

（1日当平均決済金額）
PayPayボーナス

付与合計
対象店舗

第１弾
R2.8.1～R2.9.30
（61日間）

70,234回
（1,151回）

2億7,977万円
（458万6千円）

4,565万円 773店舗

第２弾
R2.12.1～R3.3.31
（121日間）

227,939回
（1,884回）

11億6,222万円
（960万5千円）

1億9,839万円 1,075店舗

第３弾
R3.8.1～R3.8.31
（31日間）

86,357回
（2,792回）

4億1,152万円
（1,327万5千円）

6,570万円 1,171店舗

第４弾
R3.12.1～R4.1.10
（41日間）

128,089回
（3,124回）

6億4,006万円
（1,561万1千円）

1億 798万円 1,172店舗

Ｐ５



◆花巻市いわて飲食店安心認証店舗奨励金の実績について（商工労政課：４１－３５３９）
市では、岩手県が実施している「いわて飲食店安心認証」を取得し、利用者が安心して飲食できる環境を提供し

ている市内事業者に対し、市独自の支援策として１店舗につき１０万円の奨励金を支給しました。

【対 象】 下記の全てを満たす事業者
・花巻市内に本社又は本店を有する中小法人もしくは市内に事業所を有する個人事業主であること
・「いわて飲食店安心認証」を取得していること
・奨励金受領後も事業継続の意思があること

※ただし、「法人税法別表第一に規定される公共法人」、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第
２条第５項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っている事業者」、「宗教上の組織若しくは団体」は対象外

【支給額】 認証取得店舗１店舗につき１０万円
※岩手県が行う「地域企業経営支援金（認証取得事業者支援金）」と併用可能
※虚偽の申請や不正受給が判明した場合は奨励金支給後であっても返還を命じます

【実 績】 申請件数 ３０５店舗、交付決定見込額３，０５０万円

Ｐ６




